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店頭外国為替証拠金取引説明書【LIGHT FX】（新旧対照表） 

（下線部分変更） 

改訂後 現行 

店頭外国為替証拠金取引説明書 

【LIGHT FX】 

 

本件ＦＸ取引のリスク等重要事項について 

1.～5.（省略） 

 

6. 当社は、お客様の相手方となって取引を成立させます(相

対取引)。一方で、当社はお客様との取引から生じるリスク

の減少等を目的とし、カバー取引を次の業者と行っていま

す。したがって、カバー取引先の信用状況によっては、当

社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があ

り、お客様が損失を被る危険性があります。下記のカバー

取引先はお客様が行う本件ＦＸ取引において、お客様の

取引の相手方となるものではなく、お客様の証拠金や当

該取引から発生しうる損失、その他お客様の取引の内容

もしくは決済又は精算、あるいは当社のお客様に対する

債務について、何ら責任を負うものではありません。 

Swissquote Bank SA（銀行業：スイス連邦金融市場監督機

構） 

Forex Capital Markets Limited（金融商品取引業：英金融行

為監督機構） 

LMAX Broker Limited（金融商品取引業：英金融行為監督

機構） 

Sucden Financial Limited（金融商品取引業：英金融行為監

督機構） 

（削除） 

 

フィリップ証券株式会社（金融商品取引業：日本金融庁） 

OCBC Securities Private Limited（証券業：シンガポール通

貨庁） 

SBIリクイディティ・マーケット株式会社（リクイディティ プロ

バイダー） 

ヒロセ通商株式会社（金融商品取引業：日本金融庁） 

IG証券株式会社（金融商品取引業：日本金融庁） 

（削除） 

auカブコム証券株式会社（金融商品取引業：日本金融庁） 

 

 

7. お客様から預託を受けた証拠金は、金融商品取引業等

に関する内閣府令に則り、その金額を三菱ＵＦＪ信託銀行

株式会社及びＳＢＩクリアリング信託株式会社における金銭

信託により、当社の自己の資金とは区分して管理しており

ます。 

 

店頭外国為替証拠金取引説明書 

【LIGHT FX】 

 

本件ＦＸ取引のリスク等重要事項について 

1.～5.（省略） 

 

6. 当社は、お客様の相手方となって取引を成立させます(相

対取引)。一方で、当社はお客様との取引から生じるリスク

の減少等を目的とし、カバー取引を次の業者と行っていま

す。したがって、カバー取引先の信用状況によっては、当

社の財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があ

り、お客様が損失を被る危険性があります。下記のカバー

取引先はお客様が行う本件ＦＸ取引において、お客様の取

引の相手方となるものではなく、お客様の証拠金や当該取

引から発生しうる損失、その他お客様の取引の内容もしく

は決済又は精算、あるいは当社のお客様に対する債務に

ついて、何ら責任を負うものではありません。 

Swissquote Bank SA（銀行業：スイス連邦金融市場監督機

構） 

Forex Capital Markets Limited（金融商品取引業：英金融行

為監督機構） 

LMAX Broker Limited（金融商品取引業：英金融行為監督

機構） 

Sucden Financial Limited（金融商品取引業：英金融行為監

督機構） 

ADS Securities London Limited（金融商品取引業：英金融行

為監督機構） 

フィリップ証券株式会社（金融商品取引業：日本金融庁） 

OCBC Securities Private Limited（証券業：シンガポール通

貨庁） 

SBIリクイディティ・マーケット株式会社（リクイディティ プロ

バイダー） 

ヒロセ通商株式会社（金融商品取引業：日本金融庁） 

IG証券株式会社（金融商品取引業：日本金融庁） 

ADS Securities L.L.C (証券業：UAE中央銀行) 

＜追加＞ 

 

 

7. お客様から預託を受けた証拠金は、金融商品取引業等に

関する内閣府令に則り、その金額を三菱ＵＦＪ信託銀行株

式会社及びＳＢＩクリアリング信託株式会社における金銭信

託により、当社の自己の資金とは区分して管理しており 

ます。 
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本件ＦＸ取引のリスクについて 

（省略） 

 

本取引システムを利用した本件ＦＸ取引にかかるリスクに

ついて 

（省略） 

 

本件ＦＸ取引の仕組みについて 

（省略） 

1.～5.（省略） 

 

6.取引上限・建玉上限 

１度に発注できる最大取引通貨単位は、ZAR/JPY 及び 

MXN/JPY においては 2,000,000 通貨（200Lot）、RUB/JPY

においては10,000,000通貨(100Lot)、USD/JPYラージにお

いては3,000,000通貨（300Lot）、その他通貨ペアにおいては 

1,000,000 通貨（100Lot）単位となります。ただし、ロスカット

取引執行時は除きます。 

最大取引通貨単位に係る制限（建玉数量制限）は、全通

貨ペアの売建玉と買建玉を合計して5,000Lotまで、最大取

引件数に係る制限（建玉件数制限）は、建玉数量にかかわら

ず全通貨ペアの売建玉と買建玉を合計して 500 件までとな

ります。また、TRY/JPYにおいては売建玉と買建玉それぞれ

3,000,000通貨(300Lot)まで、USD/JPYラージ、ZAR/JPY 及

び  MXN/JPY においては売建玉と買建玉それぞれ 

10,000,000 通貨（1,000Lot）まで、RUB/JPYにおいては売建

玉と買建玉それぞれ50,000,000通貨(500Lot)まで、その他通

貨ペアにおいては売建玉と買建玉それぞれ 5,000,000 通

貨（500Lot）までとなります。 

同一営業日内の新規取引数量上限は、為替相場の変動

状況や市場の流動性、カバー先金融機関等の条件に応じ

て、通貨ペア毎に随時変更いたします。詳細はホームペー

ジのサービス概要をご覧ください。なお、決済注文数量の上

限はありません。 

１度に発注できる最大取引通貨単位は、RUB/JPYにおい

ては10,000,000通貨（100Lot）単位、その他通貨ペアにおい

ては1,000,000 通貨（100Lot）単位となります。ただし、ロスカ

ット取引執行時は除きます。 

最大取引通貨単位に係る制限（建玉数量制限）は、必要な

証拠金は円換算して表記されるものとし、原則として 5,000 

万円までとなります。 

 

7.～9.（省略） 

 

 

 

 

 

本件ＦＸ取引のリスクについて 

（省略） 

 

本取引システムを利用した本件ＦＸ取引にかかるリスク

について 

（省略） 

 

本件ＦＸ取引の仕組みについて 

（省略） 

1.～5.（省略） 

 

6.取引上限・建玉上限 

１度に発注できる最大取引通貨単位は、ZAR/JPY 及び 

MXN/JPY においては 2,000,000 通貨（200Lot）、RUB/JPY

においては10,000,000通貨(100Lot)、USD/JPYラージにおい

ては3,000,000通貨（300Lot）、その他通貨ペアにおいては 

1,000,000 通貨（100Lot）単位となります。ただし、ロスカット取

引執行時は除きます。 

最大取引通貨単位に係る制限（建玉数量制限）は、全通貨

ペアの売建玉と買建玉を合計して5,000Lotまで、最大取引件

数に係る制限（建玉件数制限）は、建玉数量にかかわらず全

通貨ペアの売建玉と買建玉を合計して 500 件までとなりま

す。また、USD/JPY、ZAR/JPY 及び MXN/JPY においては

売建玉と買建玉それぞれ 10,000,000 通貨（1,000Lot）まで、

RUB/JPYにおいては売建玉と買建玉それぞれ50,000,000通

貨(500Lot)まで、USD/JPYラージにおいては20,000,000通貨

（2,000Lot）まで、その他通貨ペアにおいては売建玉と買建玉

それぞれ 5,000,000 通貨（500Lot）までとなります。 

同一営業日内の新規取引数量上限は、為替相場の変動状

況や市場の流動性、カバー先金融機関等の条件に応じて、

通貨ペア毎に随時変更いたします。詳細はホームページの

サービス概要をご覧ください。なお、決済注文数量の上限は

ありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.～9.（省略） 
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10.注文の執行方法 

注文種類 執行方法 

成行注文 （省略） 

ストリーミング注文 （省略） 

指値注文 （省略） 

逆指値注文 逆指値注文は、お客様が

注文価格（逆指値価格）を

指定して行う注文方法で、

当社がお客様に配信した

価格（約定価格）が、お客

様が指定した注文価格（逆

指値価格）と比べて、有利

になる場合もあれば、不利

になる場合もあります。 

以下、（省略） 

 

 

 

 

 

 

 

IFD注文 （省略） 

OCO注文 （省略） 

IFO注文 （省略） 

時間成行注文 （省略） 

一括決済注文 （省略） 

ロスカット （省略） 

11.～23.（省略） 

 

本件ＦＸ取引の手続きについて 

（省略） 

 

店頭デリバティブ取引行為に関する禁止行為 

（省略） 

 

当社の概要 

（省略） 

 

指定紛争解決機関の連絡先 

（省略） 

 

ＦＸ取引に関する主要な用語 

（省略） 

 

令和３年１１月２７日 改訂 

 

以上 

10.注文の執行方法 

注文種類 執行方法 

成行注文 （省略） 

ストリーミング注文 （省略） 

指値注文 （省略） 

逆指値注文 逆指値注文は、お客様が

注文価格（逆指値価格）を

指定して行う注文方法で、

当社がお客様に配信する

価格が、売り注文の場合は

お客様が指定した価格以

下、買い注文の場合はお

客様が指定した価格以上

になった時点のお客様に

配信した価格を以て約定し

ます。そのため、当社がお

客様に配信した価格（約定

価格）が、お客様が指定し

た注文価格（逆指値価格）

と比べて、有利になる場合

もあれば、不利になる場合

もあります。以下、（省略） 

IFD注文 （省略） 

OCO注文 （省略） 

IFO注文 （省略） 

時間成行注文 （省略） 

一括決済注文 （省略） 

ロスカット （省略） 

11.～23.（省略） 

 

本件ＦＸ取引の手続きについて 

（省略） 

 

店頭デリバティブ取引行為に関する禁止行為 

（省略） 

 

当社の概要 

（省略） 

  

指定紛争解決機関の連絡先 

（省略） 

 

ＦＸ取引に関する主要な用語 

（省略） 

 

＜追加＞ 

 

以上 
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